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 立 会社法 法 第 号 社外 締役等 株式会

社 経営 対 監督等 強化 株式会社及 そ 属 企業 運営 一

適 化等 会社法 一部 改 法 法 第 号。

改 法 いう。 改 。改 法 立

施行 改 法附則第 条 い 府 法 施行

経過 場合 い 社外 締役 選任状況そ 社会経済情勢 変化等

案 企業統治 在 方 い 検討 加え 必要 あ 認 そ

結果 基 い 社外 締役 置 義 付 等所要 措置 講 。 規

定 い 。 

 そ 改 法 施行 ポ ン

適用 開始 あい 企業 巻 社会経済情勢 急 変化 見

。 例え ポ ン 在 方 関 研究会

い 企業統治 関 法的論 関 解釈指針

付 ポ ン 実践～企業価値向 向 ンセン 改革

～ 株主総会 セ 電子化 等 関 研究会 い 株主総会 招集通知等

電子提供 い 提言等 付 株主総会

セ 電子化 等 関 研究会報告書～対 先 国 実現 向 ～ 会社法

企業統治 関 規 い 改 法 施行 い 様々 議論等

い 。 

 研究会 う 状況等 案 会社法 企業統治 関 課 い

論 整理 規 在 方 検討等 行う 目的 設置

間 合計 回 わ 神 秀樹学習 大学教授 長 研

究者 企業 機関投資家 金融商品 引所 弁護士 関 省庁等 関 者 委員 検

討 論 関 団体等 関 者 開催 。 

 研究会 い 株主総会資料 電子提供 株主提案 濫用的 行使 限 締

役会 決議 項 締役 報酬 役員 責任 社債 責任追及等 え 社外 締役等 関

多岐 わ 論 い 検討 行わ 報告書 研究会 主 検討

結果 あ 研究会 全 議論 羅 い

研究会 資料及 議 要 一部 公益社団法人商 法 研究会
1 い 公開 い 。。 

 報告書 い 検討 結果 研究会 い 委員等 間 一定

程 意見 一致 見 意見 一致 見 引 検討

必要 あ 含 い 。 研究会 い 検討 論 い 会社法

規 見直 場合 研究会 議論 参考 幅広い関 者

意見 踏 え 多角的 視 更 検討 議論 一 深 い

                         
1 https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/corporatelaw 
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期待 い。 

第  株主総会資料 電子提供 

  総論 

  ( 1 ) 概要 ，以 掲 う 内容 新た 株主総会資料 電子提供制

度 以 新た 電子提供制度 いう。 を設 う 。 

    株主総会 招集 株主 対 提供 い全 情報

以 株主総会情報 いう。 を ンターネッ ブサ 掲

載 。 

    株主 対 ，株主総会情報を掲載 た ブサ ＵＲＬ等を書面

通知 以 通知を クセ 通知 いう。。 

    及び 措置を採 た場合 ，株主 対 ， 株主総会情報を適法

提供 た 。 

 

   補足説明  

    会社法 株主総会情報 原則 書面 提供 い

い 例え 招集通知 い 法第 条第 項 株主総会参考書類

い 法第 条第 項 第 条第 項 議決 行使書面 い 法第

条第 項 業報告及 計算書類 い 法第 条 会社法施行規則第

条第 項 会社計算規則第 条第 項 近 ン ネッ 利

用率 増加等 踏 え ン ネッ 活用 株主総会情報 提供 必要性 重

要性 指摘 い 。 

    現行法 一定 要件 満 場合 電磁的方法 提供 会社法第

条第 項等 及 開示 提供 会社法施行規則第 条

第 項等 株主総会情報 ン ネッ 等 用い 方法 提供

。 株主総会情報 電磁的方法 提供 株主 個

諾 得 必要 あ 利用 い い 指摘 い 。

株主総会情報 開示 提供 利用 株式会社 増加傾向

あ 対象範 株主総会情報 う 一部 項 限定 い 。そ

現行法 ン ネッ 活用 株主総会情報 提供 い 限

界 あ 指摘 い 。 

    株主総会情報 提供 ン ネッ 活用 株式会社

及 郵送 費用 削減 株主 株式会社 間 ュ ョ

ン 。 わ 諸外国 比較 国 い

株主 議決 行使 検討期間 短い 指摘 い 及 郵送

要 そ 期 株主総会情報 提供 う 。

及 郵送 約 提供 情報 充実 期待

。 株主 多数存在 場会社 い ン ネッ 活用

株主総会情報 提供 意義 大 い。 
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    例え 米国 い 証 規 株主 個 諾 得 要

株主 対 ン ネッ 用い 株主総会 関 情報 提供

認 い いわ Notice & Access 。 国 い う

Notice & Access 参考 株主 個 諾 得 要

全 株主総会情報 い ン ネッ 活用 提供

設 考え 。 

    問 あ 新 電子提供 容

ン ネッ 等 利用 困難 株主 利益 害 そ あ

否定 い。新 電子提供 体的 容 検討 当

う 株主 利益 適 配慮 必要 あ 。 

 

  ( 2 ) 一定 範囲 株式会社 対 新た 電子提供制度を利用 を強制

う 及び新た 電子提供制度を利用 た 定款 定 を必要

う い ，書面請求権 関 規 参照 や，株主

総会実 及び株主 及ぼ 影響等を踏 え，引 続 検討

う 。 

 

   補足説明  

   ( i ) 新 電子提供 い 型的 及 郵送 費用 高

株主総会情報 電磁的方法 提供 必要 株主 個 諾 得

困難 あ 場会社 い 利用 ッ 大 い 考え 。

新 電子提供 利用 株式会社 場会社 限定

い理 場会社 外 株式会社 い 利用

ッ 認 場合 あ 考え 。 現行法 電磁的方法

提供 開示 提供 い 場会社 う

利用 う 区 い い。 新 電子提

供 い 場会社 外 株式会社 い 利用

相当 あ 。 

   ( i i ) 研究会 い 複数 銘柄 株式 持 投資家 利便性 ン

ネッ 活用 株主総会情報 提供 場会社 対 新

電子提供 利用 強 あ いう意見 あ 。 方

書面請求 関 規 等 株式会社 担 大 い

いう懸念 新 電子提供 利用 一 強

い 否定的 意見 あ 。 

     株主 利益 保護 あ い 将来株主 者 束 方法

新 電子提供 利用 定款 定 必要 あ

いう意見 あ 。 方 新 電子提供 利用 定款 定 必

要 株主総会 特 決議 必要 新 電子提供 利用

妨 い いう意見 あ 。そ 書面請求 強行法規
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的 又 定款 定 排 い い限 保 あ (1)

参照 新 電子提供 利用 定款 定 必要

い いう意見 あ 。 

     一定 範 株式会社 対 新 電子提供 利用

強 う 及 新 電子提供 利用 定款 定 必要

う い 書面請求 関 規 株主総会実 及 株主 及

影響等 踏 え 引 検討 相当 あ 。 

   (iii)  米国 い 企業結合 引 Business Combination Transactions 等

い 通常 引 大 異 相当 複雑 大部 書類 作

一般的 あ いう理 Notice & Access 利用

い い 。そ 新 電子提供 利用 い 株

主総会 目的 あ 項 限 設 う 問 。

相当 複雑 大部 情報 提供 い ン

ネッ 活用 ッ 前 (1) 補足説明 参照 一 期待

株主総会 目的 あ 項 限 設 手 複雑

懸念 。 新 電子提供 利用 い 株

主総会 目的 あ 項 限 設 い 相当 あ 。 

 

  書面請求権 

  ( 1 ) 株主 株式会社 対 株主総会情報を 載 た書面 提供を請求

権利 以 書面請求権 いう。 を強行法規的 保 定

款 定 排除 い権利 保 う

い ， タル バ 問 等を踏 え，引 続 検討

う 。 

 

   補足説明  

    米国及 Notice & Access い 掲載 情

報 書面 得 い 考え 株主 当 情報 載 書面 提供 株式会

社 請求 い 。 

    研究会 い 問 あ ン ネッ 等

利用 困難 株主 利益 保護 新 電子提供 い

書面請求 強行法規的 わ 定款 定 排 い

利 保 あ いう意見 あ 。 方 書面請求 保 場

合 株式会社 株主 書面請求 行使 株主総会情報 載 書

面 当 株主 対 郵送 必要 株式会社 担

大 書面請求 保 否定的 意見 あ 。 

    書面請求 強行法規的 保 う 検討 当

問 書面請求 行使 伴う株式会社 担 う 評価

重要 。株式会社 担 大 い 書面請求 行使 組
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異 米国 い セ 通知 領 株式会社 対

書面 提供 請求 株主 割合 セン 満 い 米国 い 約

セン い 約 セン いう調査結果 あ

新 電子提供 い 大 担 い い いう意見

あ 。 方 株主構 文化 い そ う 楽観視 い

いう意見 あ 。 

    書面請求 強行法規的 保 う い

問 等 踏 え 引 検討 相当 あ 。 

 

  ( 2 ) 書面請求権 対象 情報 い ，全 株主総会情報 ，そ

対象を制限 い う 。 

     注 現行法 ブ開示 提供制度 提供 た さ ，

書面 提供 を要 い 情報を書面請求権 対象

う い ，引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    研究会 い 及 郵送 費用等 懸念 書面請求 対象 情

報 株主総会参考書類 載 い情報 限定 あ いう意見

あ 。 問 あ ン ネッ 等 利用

困難 株主 掲載 全 株主総会情報 得

困難 あ 業報告 計算書類 株主 議決 行使 重要 情

報 あ 踏 え 書面請求 対象 株主総会参考書類 載

い情報 限定 い 相当 あ 。 

 

  ( 3 ) 書面請求権 行使 在 方 い ，引 続 検討

う 。 

 

   補足説明  

    米国及 い 株主 株主総会 セ 通知 領

株式会社 対 書面 提供 請求 う 断

い 。 

    新 電子提供 い 書面請求 保 場合 米国及

様 セ 通知 領 株主 書面請求 行使 う

考え 。 研究会 い う 組

株主総会 直前 株式会社 書面請求 行使 株主 特定 書面 送

い 株式会社 担 大 いう意見 あ

。 研究会 い 株式会社 担 可能 限 軽減

例え 書面請求 セ 通知 領 前 振替口 株主 簿等 あ

録 方法 行使 い 株式会社 基準 時
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い 当 録 い 者 対 書面 足

提案 意見 あ 。 書面請求 行使 在 方 い

う 提案 実現 う 書面請求 行使時期 在 方

含 引 検討 相当 あ 。 

 

  ( 4 ) 書面請求権 行使 対応 備 あ た場合 あ ，一定 備

い ，株主総会 決議 消事由 該当 い 規定 設

い う 。 

 

   補足説明  

    研究会 い 書面請求 行使 株式会社 対応 備 あ 場合

当 備 株主総会 決議 消 会社法第 条第 項第 号 そ

あ 書面請求 行使 的確 対応 必要 株式会社 生 株式会社

担 大 一定 備 い 株主総会 決議 消

い う あ いう意見 あ 。 

    会社法 軽微 備 法第 条第 項 規定 請求棄却

いわ 裁量棄却 当 解 立法 措置 講 必要性 い

一定 書面請求 行使 対応 備 い 株主総会

決議 消 当 い 規定 設 い 相当 あ 。 

 

  クセ 通知 

  ( 1 ) クセ 通知 ，株主総会 日時及び場所等 株主総会 関 基 的

事項を 載 い う 。 

 

   補足説明  

    セ 通知 多 必要的 載 項 要求 セ 通知 及 郵送

費用 過大 新 電子提供 ッ 減殺 そ あ 。

セ 通知 必要的 載 項 い 株主総会 時及 場所等 株主総会 関

基 的 項 限定 相当 あ 。 

 

  ( 2 ) クセ 通知 発送 期限 ，現行法 招集通知 発送 期限 前

う 。 

 

   補足説明  

    セ 通知 送 現行法 招集通知等 送 場合

セ 通知 期 送 。 研究会 い

実 的 招集通知等 校了 間程 定 い

現在 間前直前 招集通知等 送 い 株式会社 あ セ

通知 あ そ 前 送 い いう意見 あ
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。 

    新 電子提供 い 株主総会情報 得 ン ネッ 接

必要 あ 等 い手間 株主 新 生

。 株主 セ 通知 領 書面請求 行使

う 組 場合 書面請求 行使 書面 送付 要

期間 確保 必要 。 株主 議決 行使 検討期間

短い 指摘 い 現状 踏 え 前 (1) 補足説明 新 電子提供

い 株主 対 株主総会情報 期 提供 要求

重要 あ 。 

    セ 通知 送 期限 い 現行法 招集通知 送

期限 前 相当 あ セ 通知 送 期限 体的 い

い 書面請求 関 規 株主総会実 及 影響等 考慮

引 検討 い 相当 あ 。 

 

  ( 3 ) クセ 通知 ，議決権行使書面を任意 封

う 。 

 

   補足説明  

    米国 い 株主 掲載 情報 確認 投票

い う セ 通知 委任状用紙 禁 い 。 方

い セ 通知 委任状用紙 義 付 い 。 

    セ 通知 議決 行使書面 禁 場合 投票率

定足数 確保 困難 懸念 新 電子提供 利用

う企業 出 い いう指摘 あ 。 現行法

株主 交付 株主総会参考書類等 確認 議決 行使書面 株式会社 提出

等 そ あ 踏 え 新 電子提供 い 議決 行使書

面 禁 必要性 い 考え 。 方 義

付 必要性 い 考え 。 セ 通知 議決 行使書

面 任意 相当 あ 。 

 

  ( 4 ) 前 (1) 株主総会 関 基 的事項以外 事項を クセ 通知 載

又 当該事項を 載 た書面を クセ 通知 封 を制限

規定 設 い い ，引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    米国及 い セ 通知 株主総会 関 情報

掲載 い 周知 あ 株式会社 掲載

株主総会 関 情報 う 一部 情報 恣意的 株主 提供 適

当 い いう理 セ 通知 共 書面 提供



 

8 

情報 限 設 い 。 

    会社法 セ 通知 載 い株主総会 関 基 的 項

外 項 セ 通知 載 又 当 項 載 書面 セ 通

知 限 規定 株式会社 株主総会情報 う 一部

情報 恣意的 株主 提供 そ 態様 株主総会 招集

手 著 公 場合 株主総会 決議 消 法第 条第

項第 号 当 解 立法 措置 講 必要性 い 考え

。 方 研究会 い 全 解釈 委 一定

設 い 検討 方 良い い いう意見 あ 。 

    踏 え 株主総会 関 基 的 項 外 項 セ 通知 載

又 当 項 載 書面 セ 通知 限 規定 設

い い 引 検討 相当 あ 。 

 

  任意 書面提供 

   株式会社 株主 対 株主総会情報を 載 た書面を任意 送付 を

制限 規定 設 い い ，引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    米国 い 株式会社 株主 対 株主総会 関 情報 載 書面一

式 任意 送付 いわ セッ い

。 い セッ 株主 類型 セ 通

知 載 い セッ

い 。 

    研究会 い 株式会社 柔軟 対応 う 株式会社

裁量 株主総会情報 載 書面 任意 送付 う あ

いう意見 あ 。会社法 株主 等原則 利益供 禁 趣 等 照

株式会社 全 自 裁量 選定 株主 対 株主総会情報

載 書面 送付 い 異論 あ 得 少 株式会社 一定

合理的 基準 選定 株主 対 株主総会情報 載 書面 任意 送

付 い 許容 い 考え 。 

    そ 株式会社 株主 対 株主総会情報 載 書面 任意 送付

限 場合 あ う い 規定 設 株主

等原則 利益供 禁 趣 等 踏 え 解釈 委 考え

。 方 研究会 い セ う 設

検討 い いう意見 あ 。 

    米国 い 株式会社 株主 対 株主総会 関 情報

載 書面 送付 場合 当 書面一式 送付

前 (4) 補足説明 株式会社 株主総会 関 情報 う 一部

情報 恣意的 株主 提供 適当 い いう理 思わ
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。 

    前 (4) 様 そ 態様 株主総会 決議 消 会社法第

条第 項第 号 当 前提 セ 通知 共 書面

提供 情報 限 規定 設 い あ 株式会社 株主 対

株主総会情報 載 書面 任意 送付 場合 い 当 書面一式

常 送付 い 必要性 い 考え 。 場合 い

株式会社 株主総会情報 う 一部 情報 恣意的 株主 提供

そ 態様 株主総会 招集 手 著 公 場合 株主

総会 決議 消 号 当 解 。 

    踏 え 株式会社 株主 対 株主総会情報 載 書面 任意 送付

限 規定 設 い い 引 検討 相当 あ

。 

 

  ブサ 株主総会情報 掲載 

  ( 1 ) ブサ 株主総会情報 掲載期間 初日 クセ 通知を発 た

日 ， 日 株主総会 日 月を経過 日

う 。 

 

   補足説明  

    セ 通知 株主総会情報 掲載 い 周知

あ 株主総会情報 遅 セ 通知

掲載 い 必要 あ 相当 あ 。

株主総会情報 株主総会 決議 消 え 訟 証 等 使用 可能

性 あ 踏 え 株主総会情報 少 当 え 出 期間 会

社法第 条第 項柱書 経過 掲載 い

必要 あ 相当 あ 。 

 

  ( 2 ) ブサ 掲載 中断 関 規定を設 う 。 

 

   補足説明  

    電子公告 い 害等 公告期間中公告 中断 わ 公

告 容 あ 情報 掲載 い状態等 生 場合 あ

一定 要件 満 公告 中断 公告 効力 影響 及 い

い 会社法第 条第 項 。 新 電子提供 い 電

子公告 様 掲載 中断 関 規定 設

相当 あ 。 

 

  ( 3 ) ブサ 掲載 調査制度 関 規定を設 う い

，制度間 整合性や調査 要 費用を踏 え，引 続 検討
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う 。 

 

   補足説明  

    電子公告 い 公告義 行 瑕疵 い 立証 手段 確保

公告 電子公告 う 会社 公告期間中 害等

公告 容 あ 情報 掲載 い う い

調査機関 対 調査 行う 求 い い 会社法

第 条 。株主総会 招集 手 公告 様 株式会社

い法的 手 一部 構 重要 行 あ 株主総会 招集 手 瑕疵

株主総会 決議 消 い 法第 条第 項第 号 。

新 電子提供 い 情報 掲載義 行 瑕疵

い 立証 手段 確保 電子公告 様 調査 法第

条 参照 設 考え 。 

    方 研究会 い 招集通知等 金融商品 引所規則 基 金融商品

引所 提出 公開 う 場合 株主 当

通 情報 得 調査 要 い いう

意見 調査 要 費用 高 懸念 意見 あ 。 

    新 電子提供 い 電子公告 様

掲載 調査 関 規定 設 う い 間 整合性 調査

要 費用 踏 え 引 検討 相当 あ 。 

 

  そ 他 

   現行法 株主総会資料 提供方法 電磁的方法 提供制度， ブ開示

提供制度，いわゆ ブ修正制度等 関 規 い ，新

た 電子提供制度 内容及び制度間 整合性を踏 え，見直 を う を

引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    例え 開示 提供 新 電子提供 い 株

主 個 諾 得 要 株主総会情報 掲載 株主

対 当 ＵＲＬ 通知 株主 対 当 株主総

会情報 提供 いう い 共通 あ 。 開示

提供 含 現行法 株主総会資料 提供方法 関 規 い

新 電子提供 容及 間 整合性 踏 え 見直 う 引

検討 相当 あ 。 

 

第  株主提案権 濫用的 行使 制限 

  提案 議案 数 制限 
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   役員 選任及び解任 関 を除 ， 締役会設置会社 い 議案要領

通知請求権 会社法第 条 基 株主 一 株主総会 提案

議案 数を制限 う 。 

     注 議案要領通知請求権 加え ，議 提案権 法第 条 又 株主

総会 議場 議案提案権 法第 条 関 ，株主 提案

議 又 議案 数を制限 必要 あ う い ，

引 続 検討 う 。 

     注 株主 提案 議案 数 い ，引 続 検討

う 。 

  適 内容 提案 制限 

   株主 株主提案権を濫用 た そ 権利 行使 認 い場合

関 規定を設 方向 規 を見直 ， う 規

適 あ い ，引 続 検討 う 。 

     注 株主総会 議場 議案提案権及び議案要領通知請求権 加え ，

議 提案権 関 ，前 規 を及ぼ 必要 あ う い ，引

続 検討 う 。 

 

   補足説明  

   ( i ) 株主提案 濫用的 行使 限 

     昭和 商法改 入 株主提案 趣 株主 疎外感

払 経営者 株主 間又 株主相互間 ュ ョン 良

開 株式会社 実現 う あ 。株主 株主提案 濫用的

行使 そ あ 昭和 商法改 当時 認識 い

そ う 提案 い 多数決 否決 え い いう指摘 あ 。

近 昭和 商法改 当時 想定 い う 著 些

容 含 又 個人的 目的若 株式会社 困惑 目的 行使

認 株主提案 濫用的 行使 例 一人 株主 膨大 数 議案

提案 株主提案 濫用的 行使 例等 見 。近時 裁 例 例え

東京高 金 号 頁 い 一定 場合 株

主提案 行使 利濫用 当 認 い 実 株

式会社 株主提案 行使 利濫用 当 う 断 容易

利濫用 当 断 慎重 得 い いう指

摘 あ 。 

     そ 前 う 株主提案 濫用的 行使 株主総会 審

議 時間等 無駄 割 株主総会 意思決定機関 機能 害

株式会社 検討 招集通知 等 要 増加

株主提案 濫用的 行使 限 立法 措置 講 相当

あ 。 

   ( i i ) 提案 議案 数 限 
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     会社法 株主 一 株主総会 提案 議案 数 限

い。一人 株主 一 株主総会 膨大 数 議案 提案 場合 う

株主提案 行使 利濫用 当 う 問 。 問 い

近時 裁 例 議案 数 利濫用 考慮要素 一 い 議案

数 利濫用 当 い い。 

     研究会 い 現在 株主提案 濫用的 行使 例 関 株主 提

案 議案 数 限 全 解決 わ

い いう意見 あ いわ 利濫用 異 提案 容 合理

的 あ 一人 株主 多数 議案 提案 株主総会

審議 時間等 占 問 あ 株主 提案

議案 数 限 い 積極的 意見 大勢 あ 。 研究会

い 役員 選任及 解任 付 多 提案 株主 想定

役員 選任及 解任 い 合理的 約 設 あ いう意見

あ 役員 選任及 解任 い 役員 人数 応 提案

う 合理的 あ 提案 議案 数

限 例外 必要 あ 。 役員 選任及 解任 関

株主 一 株主総会 提案 議案 数 限 立法

措置 講 相当 あ 。 

     研究会 い 株主 提案 議案 数 限

立法 措置 講 場合 あ 例え 株主 関連性

い多数 条項 追加 定款変更議案 提案 形式的 議案 数

限 い い いう問 指摘 。 う 定款変

更議案 提案 限 規定 必要 あ いう意見 あ 定款変更

容 固 議案 複数存在 考え いう意見 定款

変更議案 容及 当 株主提案 行使 態様等 利濫用 当

そ 利 行使 認 い いう意見 あ 。 議案 数 数え

方 関 考え方 整理 含 前 問 い (iii) 立法 措

置 講 場合 そ 容 踏 え 引 検討 相当

あ 。 

     仮 株主 一 株主総会 提案 議案 数 限

立法 措置 講 場合 実 株主総会参考書類 交付等

い株式会社 い 株主提案 濫用的行使 問 い

株主総会参考書類 交付等 い株式会社 株主 議 提案

会社法第 条 行使 場合 い 議 対応 議案 要領

法第 条 追加 株式会社 そ 株主 提案 拒否

解 い 踏 え 議 提案 濫用的 行使 い

議案要領通知請求 濫用的 行使 限 足 考え 議

案要領通知請求 基 株主 提案 議案 数 限

いう考え方 あ 。 研究会 い 株主総会参考書類 交付等
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要 い株式会社 株主 議 提案 行使 株主総会当 議

場 い 追加 議 対応 議案 提案 法第

条 議案要領通知請求 基 株主 提案 議案 数

限 足 わ い いう意見 あ 。 議案要領

通知請求 加え 議 提案 又 株主総会 議場 議案提案 関

株主 提案 議 又 議案 数 限 必要 あ う

い 引 検討 相当 あ 。 

     締役会設置会社 外 株式会社 非 締役会設置会社 い

う。 場合 株主総会 会社法 規定 項及 株式会社 組織 運営

管理そ 株式会社 関 一 項 い 決議

法第 条第 項 議 提案 行使 期限 定 法第

条第 項 株主 株主総会 議場 い 新 議 及 議案 追加

非 締役会設置会社 い 株主 提案

議案 数 限 う 株主総会 限及 株主提案 行使

関 現行法 規 い 考え 。 

     研究会 い 仮 株主 一 株主総会 提案

議案 数 限 立法 措置 講 場合 議案 数

限 い 株主 一 株主総会 い 議案 提案

十 あ いう意見 あ 。 方 多過 いう意見 あ

体的 株主 議案 提案 十 あ いう意見

株主 会社提案 議案 数 程 提案 十 あ

いう意見 株主 提案 議案 数 い あ

いう意見 あ 。 株主 提案 議案 数 い

引 検討 相当 あ 。 

   (iii)  適 容 提案 限 

     会社法 株主提案 容 規 関 規定 法 若 定款

場合又 実質的 一 議案 総株主 議決 賛 得

経過 い い場合 法第 条 書 第

条第 項 関 規定 あ 。提案 理 明 虚偽 あ 場合又

人 誉 侵害 若 侮辱 目的 認 場合

株主総会参考書類 載 必要 い い 会社法施行規則第

条第 項第 号 弧書 。 

     近時 裁 例 株主提案 行使 個人的 目的又 株式会社 困惑

目的 株主 当 目的 い場合等

利濫用 許 い い 。 前 (i) 実 株式

会社 株主提案 行使 利濫用 当 断 慎重

得 い いう指摘 あ 。そ 株主提案 行使 利濫用 当 場

合 関 規定 設 近時 株主提案 濫用的 行使 例 い

見 う 適 容 株主提案 対 一定 抑 効果 期待
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前 (ii) 株主 提案 議案 数 限

い態様 株主提案 濫用的 行使 限 必要 あ 踏 え

う 規定 設 方向 規 見直 相当 あ 。 

     研究会 い 体的 う 規 い 容面

真 利濫用 場合 過 足 表現 必要 あ いう意見

株主総会 健全 審議 関 害 う 表現 適

文言 考え あ いう意見 あ 株主提案 行使 利濫用

当 そ 利 行使 認 い 場合 関 規定 適 文言

い ンセン 得 。 当 株主提案

行使 限 い う 留意 前 意見等 踏 え う 規

適 あ い 引 検討 相当 あ 。 

     仮 株主 株主提案 濫用 そ 利 行使 認

い場合 関 規定 設 方向 規 見直 場合 少

株主提案 う 株主総会 議場 議案提案 及 議案要領通知請求

い そ 規 及 相当 あ 。 議 提案 い

提案 議 対応 議案 提案 場合 当 議 審議

対象 解 い 踏 え 株主総会 議場

議案提案 及 議案要領通知請求 加え 議 提案 関 そ

規 及 必要 あ う い 引 検討 相当 あ 。 

   ( i v ) そ  

     研究会 い 株主提案 入 昭和 商法改 当時

投資単 変化 い 踏 え 締役会設置会社 株主提案 行

使要件 う 個 議決 いう要件 会社法第 条第 項 第

条第 項 書 引 う い 検討 。 

     投資単 変化 踏 え 個 議決 いう要件 引 方 良

い いう意見 あ 。 方 要件 引 ういう株主

意見 吸い いう枠 大 絞 う いう意見 あ 。

例え 米国 比較 国 い 株主提案 行使 件数

少 株主提案 行使 限 慎重 あ あ いう指摘

い 。 

     株主提案 行使要件 う 個 議決 いう要件

引 う い 引 検討 相当 あ 。 

     研究会 い 株主総会 間前 いう株主提案 行

使 期限 会社法第 条第 項 第 条第 項 招集通知 期 送

妨 い いう指摘 踏 え 株主提案 行使 期限 前倒

う い 検討 。 

     招集通知 入 要 期間 株主提案

適法性 検討 議案 作 要 期間等 考慮 株

主提案 行使 期限 あ 株主総会 間前 招集通知 送 期
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間 短い 株主提案 行使 期限 前倒 あ いう意見 株主

株式会社 対 議案要領通知請求 基 株主提案 関 議案 要領及

そ 提案 理 株主 通知 請求 そ 請求 通

株式会社 費用 株主提案 関 議案 賛 票 募

株式会社 担 費用 程 考慮 あ 諸外国 参

考 少 議案要領通知請求 行使 期限 い 前倒

検討 い いう意見 あ 。 方 多 株式会社 採用 い

定時株主総会 開催 いう現在 実 ュ 前提

業 定時株主総会 開催 期間 短い 計算書類等

監査 招集通知 及 入等 必要 期間 関 時間的 厳 更 株

主提案 関 検討等 作業 加わ 時間的 厳 い

例え 定時株主総会 開催 場合 計算書類等 監査

招集通知 及 入等 必要 期間 時間的 余裕 生 結果 株主

提案 関 検討等 作業 要 期間 時間的 余裕 生 得 定

時株主総会 開催 いう現在 実 ュ 前提 株主

提案 行使 期限 前倒 議論 い いう意見 仮 株主総会資

料 新 電子提供 前 第 参照 入 前 (ii)及 (iii) 立法

措置 講 場合 あ 株主提案 行使 期限 前倒

必要 あ う 疑問 あ いう意見 株主提案 行使 期限 前倒

株式会社 招集通知 期 送 保 い い

わ 株主提案 行使 期限 前倒 い いう意見 あ 。

株主提案 行使 件数 例え 欧米 比較 少 い 国 現状

そ 行使 期限 前倒 行使 件数 更 減少

いう意見 あ 。 

     株主提案 行使 期限 前倒 う い 引

検討 相当 あ 。 

 

第  締役会 決議事項 

  監査役設置会社 締役会 決議事項 関 規 を見直 う

い ，引 続 検討 相当 あ 。 

 

   補足説明  

   ( i ) 締役会 決議 項 関 規 見直 要否 

     研究会 い 監査役設置会社 締役会 決議 項 関 現行

法 規 会社法第 条第 項 及 例 例え 項第 号 いう重要

産 処 当 否 断基準 関 最 民集 巻

号 頁 締役会 決議 項 い 柔軟 運用 妨 監

査役設置会社 い 締役会 主 職 監督 ン
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採用 運用 工夫 必要 あ いう指摘 そ 重要性

い 引 い 締役会 い 決議 い 原因 い いう指

摘等 踏 え 現行法 規 見直 う 及 そ 規 見直

場合 方向性 (ii)及 (iii)参照 い 検討 ンセン

得 。 

   ( i i ) 監査役設置会社 重要 業 執行 決定 委任 

     いわ ン 締役 一定割合 社外 締役

経営者 立性 高 締役会 主 業 執行者 監督 行う

締役会 基 的 経営方針 部統 在 方 業 執行者 選任及 解任

報酬 い 項 決定 業 執行 関 体的 決定 行わ

い 監査委員会等 締役会 部 置 いう特徴 備え い

いう 指摘 い 。 研究会 い 監査役設置会社 い

う ン 採用 う 締役 過半数

社外 締役 あ 一定 要件 監査等委員会設置会社 指 委員

会等設置会社 程 締役会 決議 重要 業 執行

決定 締役 委任 う う い 検討 。 

     監査役設置会社 い ン 採用 う

う い 意思決定 迅 い 監査役設置会社 監査等委員

会設置会社 間 差異 設 理 監査役設置会社 い

ン 採用 う い いう意見 あ 監査役

設置会社 い ン 採用 う 場合

監査役 いう監査機関 途設 意義 あ 監査役 置付 い

理論的 整理 必要 あ いう意見 あ 。 方 そ そ 監査役設置会

社 い ン 採用 う う い

う 自体 議論 余地 あ ン 移行 い あ 監

査等委員会設置会社 指 委員会等設置会社 移行 い いう意見 現在

実 い 監査役設置会社 監査等委員会設置会社 移行 い 株式会社

増加 い 監査役設置会社 ン 採用 選択肢

え 良い う 疑問 あ いう意見 ン 全 機

関設計 い 採用 う

いう意見 あ 。 

     研究会 い 仮 監査役設置会社 い 締役会 決議

重要 業 執行 決定 締役 委任 う

場合 い そ 委任 認 要件 い 少 締役

過半数 社外 締役 あ 重要 業 執行 決定 締役 委任

う い いう意見 あ 。 方 監査役設置会社 い

締役 過半数 社外 締役 重要 業 執行 決定 締役 委任

い いう実 要望 明 い いう意見 あ 。 

     そ 締役 過半数 社外 締役 い う 要件 あ
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重要 業 執行 決定 締役 委任 い 部統

整備 い 及 会計監査人設置会社 あ 前提

締役 社外 締役 あ 考え いう意見 あ

。 方 締役 社外 締役 あ 足 社外

締役 締役 人 関 意見陳述 付 組 必要 あ

いう意見 締役 社外 締役 あ ン 効

い い いう い いう意見 あ 。 

     監査役設置会社 い ン 採用

う 締役会 決議 重要 業 執行 決定 締役 委任

う う い 引 検討 相当 あ

。 

   (iii)  重要 産 処 及 譲 等 当性 関 軽微基準 

     実 大多数 場会社 締役会 付議基準 定 い 重要

産 処 及 譲 会社法第 条第 項第 号 第 条 第 項第

号 又 多 借 法第 条第 項第 号 第 条 第 項

第 号 当 う 断基準 明確 あ 締役会 決議 得

引 行い 引 無効 締役 責任 問 生 法的 避

重要性 い多 引 い 締役会 い 決議 い いう

指摘 あ 。 研究会 い う 指摘 踏 え 締役会 決議 項

あ 重要 産 処 及 譲 又 多 借 当性 断 関

軽微基準 設 軽微基準 回 場合 締役会 決議 要

的 裁 所 重要 業 執行 当 断 う

う い 検討 。 

     重要 産 処 及 譲 等 当性 断 関 軽微基準 設

う い 実 重要 業 執行 決定 関 規 保 的 運

用 得 い結果 締役会 決議 項 多 過 い 問

あ 軽微基準 設 セ 意味 あ 解決

策 いう意見 あ 。 方 重要性 い多 引 締役会 い

決議 い 少数 社 締役 構 締役会 い

深刻 問 社外 締役 増加 い わ 締役会

い 多 個 体的 業 執行 決定 い 問

あ そう あ う 問 対 軽微基準 設 良い

解決策 い いう意見 軽微基準 設 中 規模 株式会社 い

ン 観 良い う い 懸念 あ いう意見 軽微基準

設 場合 そ 回 場合 締役会 全部付議 いう実 行

そ あ いう意見 ポ ン 補充原則

ポ ン 在 方 関 研究会 報告書

紙 法的論 関 解釈指針 重要 業 執行 決定 解釈

現在 実 い 締役会 決議 項 い 付議基準 見直
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い 留意 あ いう意見 あ 。 

     研究会 い 仮 軽微基準 設 場合 軽微

基準 容 う い 軽微基準 必 締役会 決

議 得 い いう強行法規 約 外 現在 実 採

用 い 総資産 セン いう基準 あ 過 困 い

う い いう意見 あ 。 方 株式会社 規模 状況等

異 一 基準 設定 難 い いう意見 重要 産 処 及 譲

等 当性 断基準 関 現在 例 前提 軽微基準 い

ベ い 余 効果 期待 い いう意見 あ 。 

     締役会 決議 項 あ 重要 産 処 及 譲 又

多 借 当性 断 関 軽微基準 設 う い

引 検討 相当 あ 。 

 

第  締役 報酬 

  締役 報酬，賞 ，そ 他 職 執行 対価 株式会社 産

利益 以 単 報酬 いう。 係 株主総会 決議や開示 関 規

い ，株式報酬等 ンセン ブ報酬を付 場合 手続や開示 関

規 併 見直 を を引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

   ( i ) 報酬 決定 株式会社 締役 間 任用契約 委 場合

締役 士 合い 金 いわ 手盛 弊

害 生 そ あ 指 委員会等設置会社 外 株式会社 い

締役 報酬 い 一定 項 定款又 株主総会 決議 定

い 会社法第 条 。 例え 条第 項第 号 掲

項 定 株主総会 決議 い 株主総会 そ 決議 締役

報酬 う 確定 い 総 限 定 各 締役 報酬

決定 締役会 委任 当 委任 締役会 そ 決

議 各 締役 報酬 決定 表 締役 再一任

一 株主総会 決議 締役 報酬 総 限 定 各 締役

報酬 決定 締役会 委任 当 限 変更 必要 い限

再 株主総会 決議 得 必要 当 限 範 あ 締役会

そ 決議 各 締役 報酬 容 業績連動報酬 決定

項第 号 掲 項 定 株主総会 決議 い 締役

報酬 う 金銭 い 現物 わ 報酬 当 現物 価値 相当

金銭 締役 付 株式会社 当 報酬 金銭債 引換え 当

現物 締役 交付 場合 号 適用 い 解

条 緩 規 運用 い いう指摘 あ 。 業報告 い
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締役 個人 報酬 報酬 細 開示 求

会社法施行規則第 条第 号等 指 委員会等設置会社 外

株式会社 い 報酬 又 そ 算定方法 決定 関 方針 定

い 当 方針 決定 方法及 そ 方針 容 概要 開示

省略 い 条柱書 。 

     国 締役 報酬 先 諸国 比較 あ 手盛 弊

害 体的 現 い い 要因 う 規 い いう

指摘 あ 研究会 い う 規 い 手盛 弊害

防 いう趣 問 い いえ い いう意見 あ 。 

   ( i i ) 近 い 締役 報酬 単 職 執行 対価 捉え

適 職 執行 ンセン 付 手段 捉え

う 考え方 あ 。そ う 立場 会社法 株主総会 決議

委任 締役会 決議 決定 各 締役 報酬 動機付 手段

相当 い 担保 組 い いう指摘 あ

。 

     研究会 い 締役 報酬 適 職 執行 ンセン 付

手段 捉え 場合 締役 報酬 実態 い 固定報酬

割合 高 報酬 業績 連動 い い 問 あ いう意見 あ

。 ポ ン い 経営 報酬 い

中長期的 会社 業績 潜在的 映 健全 企業家精神 揮 資

う ンセン 付 行う あ 。 原則 締役会

立社外 締役 主要 構 員 任意 諮問委員会 設置

指 報酬 特 重要 項 関 検討 当 立社外 締役 適 関

言 得 あ 。 補充原則 い

う いわ ン ン 枠組 規

会社法 規 見直 検討 い いう意見 あ 。 

   (iii)  う 問 意識 背景 研究会 い 各 締役 報酬

容 決定 関 方針 株主 断 う 締役 報酬

株主総会 決議 関 規 見直 考え い いう意見

あ 。 締役 報酬 細 容 術的 門的 容 含

い 必 株主総会 い 全 決議 い 適当

株主総会 決議 各 締役 報酬 容 決定 締役会

委任 一 禁 い 考え 例え 株主総会 決

議 各 締役 報酬 容 決定 締役会 委任 場合 報酬 種

類 委任 株主総会 決議 一定 項 定

い 考え 。 

     そ 株主総会 決議 各 締役 報酬 容 決定 締役会 委任

場合 定 い一定 項 中 委任 効期間 含

考え 。株主総会 決議 定 締役 報酬 総 限
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長期間 わ 変更 締役 人数 半数 い 当 限 変更

い い株式会社 あ いう指摘 あ 株主総会 決議 各

締役 報酬 容 決定 締役会 委任 場合 株主総会 決議

委任 効期間 定 い 締役 対 当

限 見直 い 検討 。 株主総会 決議

委任 効期間 定 い い 委任 効期間

長期間 わ 業績等 連動 容 定 報酬 付 う 場合

株主総会 決議 在 方 い 整理 必要 あ いう意見 当

長期間 わ 株主総会 決議 得 い い 歯 掛 いう あ

委任 株主総会 決議 容及 そ 当時 締役 人数 開示

足 委任 効期間 株主総会 決議 定 い

必要 い いう意見 あ 。 株主総会 決議 各

締役 報酬 容 決定 締役会 委任 場合 定 い一定

項 中 締役会 各 締役 報酬 決定 表 締役 再一任

う 含 考え 。 い 再一任

い 開示 足 い いう意見 あ 。 

     そ 締役 報酬 開示 充実 例え 表 締役 報

酬 開示 い 考え い

いう意見 あ 表 締役 報酬 開示 い

保護等 観 否定的 意見 あ 。 

     締役 報酬 関 規 見直 い 企業実 及 影響 踏

え 慎重 検討 あ いう意見 あ 。 意見 考慮

締役 報酬 株主総会 決議 開示 関 規 い 見直

引 検討 相当 あ 。 

   ( i v ) ンセン 報酬 い ポ ン 適用

入 企業 増加傾向 あ 。 ンセン 報酬 一 あ 株式報酬

い 株式会社 報酬 金銭 締役 支払う 当 締

役 引 人 募集株式 行 引 人 あ 当 締役 株式会社 支払

金銭 払込 又 株式会社 対 報酬支払請求 現物出資 産

給付 会社法 適法 締役 付 いう解釈

あ 。 前 (i) 解釈 前提 う 方法 株式

報酬 締役 付 場合 法第 条第 項第 号 掲 項 株

主総会 決議 定 必要 い 解釈 そ あ 。 研究会

い 株式報酬 い 金銭 払込 又 現物出資 産 給付 要

適法 行 及 そ 必要 手 定 考

え いう意見 あ 。そ 株式報酬 業績連動金銭報酬等 ンセ

ン 報酬 新株 約 等 新株 約 そ 当 法人等 対 行使

当 法人等 株式そ 持 交付 利 いう。

会社法施行規則第 条第 項第 号 当 業報告 い う
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開示 い 明確 い い 問 あ 。株式報酬等 ン

セン 報酬 付 場合 手 開示 関 規 い 締役 報

酬 株主総会 決議 開示 関 規 併 見直 引

検討 相当 あ 。 

 

第  役員 責任 

  会社補償 

  ( 1 ) 総論 

    会社補償 役員 対 責任追及等 関 役員 要 た費用等を株式会社

当該役員 対 担 をいう。 関 規定を設 い

，引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    株式会社 業 高 複雑化 現 状況 優秀 人材 確保

役員 適 ンセン 付 役員 過 回避

い う 米国等 様 会社補償 利用 考え いう

指摘 あ 。 

    会社法 会社補償 関 規定 い 役員 対 責任追及 関 役員

要 費用 役員 過失 い場合 法第 条及 民法第 条 基

補償 認 役員 過失 あ 場合 あ 補償契約 締結

一定 要件 満 場合 株式会社 補償 認 い いう解釈

あ 。 会社補償 解釈 範 許容 限界 明確

い。合理的 相当 範 会社補償 い 会社法 許容 明確

会社補償 適 利用 重要 あ 考え 会社補償

関 規定 設 仮 会社補償 関 規定 設 場合

う 規 適 あ い 引 検討

相当 あ 。 

 

  ( 2 ) 補償契約 基 く補償 

    株式会社 ，役員 間 締結 た契約 以 補償契約 いう。 基

，当該役員 職 執行 悪意 任 懈怠行為等一定 行為を除

く。 関 (3) 掲 費用等を補償

い ，引 続 検討 う 。 

     注 ， 悪意 任 懈怠行為等一定 行為 範囲 い ，

引 続 検討 必要 あ 。 

     注 補償契約 基 い 補償を 認 要件及び費用等

範囲 関 規定を設 う い ，引 続 検討

う 。 
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   補足説明  

   ( i ) 会社補償 役員 適 ンセン 付 手段 一 置

付 場合 適 会社補償 条件 株式会社 役員 役職等 異

考え 。 会社補償 関 規定 設 場合

会社法 会社補償 条件 画一的 定 株式会社 役員

間 締結 契約 役員 適 定

相当 あ 。 

     役員 過 保護 容 補償 場合 会社補償

株式会社 産 減少 役員 いわ 生

そ あ 。加え 会社補償 構造 株式会社 役員 利益 相

役員 過 保護 補償 そ あ 。 会社補償 一定

範 限 必要 あ 考え 。 

     限 会社補償 範 例え 悪意 任 懈怠行 関

費用等 重過失 任 懈怠行 関 費用等 考え 。

う 限 場合 会社法第 条第 項 基 役員 第 者

対 損害賠償責任 認 会社補償 認 い

考え 。 研究会 い 項 重過失 裁 例 い 広 解釈

い 踏 え 項 責任 認 場合 会社補償 一

認 い 会社補償 範 過 い いう意

見 あ 。 重過失 任 懈怠行 関 費用 (3) い

重過失 任 懈怠行 関 損害賠償金 (3) 異 補償

認 い い いう意見 あ 。そ 重過失 あ

う いう主観面 利益相 あ う い 客観面 考

慮 い いう意見 あ 。 限 会社補償 範

い 引 検討 相当 あ 。 

   ( i i ) 現行法 補償契約 締結 い場合 あ 前 (1) 補足説明

会社法第 条及 民法第 条 基 補償 認 いう解釈 あ 。

研究会 い 補償契約 基 い補償 認 要件及

費用等 範 関 規定 会社法 設 い 解釈 自明 あ

必要 民法 規定 十 い いう意見 あ 。 会

社法 う 規定 設 う い 引 検討 相当

あ 。 

 

  ( 3 ) 補償契約 基 補償 費用等 範囲 

    補償契約 基 補償 費用等 ，以 掲 費用等

い ，引 続 検討 う 。 

    株式会社若 く 第 者 対 責任を追及さ ，又 刑事事件 関

手続，課徴金 係 事件 関 手続そ 他 準 手続 対象
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たた 生 必要 費用 相当 認 限 。  

    第 者 株式会社を除く。 対 支払う必要 あ 損害賠償金 

     注 ，役員及び株式会社 第 者 対 連帯 損害を賠償 責

任を う場合 損害賠償金 扱い い ，引 続 検討 必

要 あ 。 

 

   補足説明  

   ( i ) 株式会社 対 損害賠償金 補償 株式会社 対 責任 免

実質的 様 あ 株式会社 対 責任 免 手 会社法第

条等 当 損害賠償金 補償 認 い 思

わ 。 株式会社 対 責任 追及 生 必要 費用 関

株式会社 対 損害賠償金 様 補償 認 い いう考え

方 あ 得 研究会 い う 費用 関 補償

費用等 含 い 特段 異論 。 

     罰金 課徴金等 補償 い 役員 対 罰金 科 又

課徴金等 課 い 各規定 趣 損 う そ あ 。 罰金

課徴金等 い 補償 費用等 外 相当 あ 。 

   ( i i ) 仮 第 者 対 支払う必要 あ 損害賠償金 補償

場合 い 役員及 株式会社 第 者 対 連帯 損害 賠償

責任 う あ 当 損害賠償金 補償

い う 問 。役員及 株式会社 第 者 対 連帯 損害 賠

償 責任 う場合 株式会社 第 者 対 損害賠償金 支払い 役員

対 求償 役員 第 者 対 損害賠償金 支払

い 株式会社 対 補償 請求 間 役員 担

い賠償 差異 生 い う 必要 あ 株式会社

第 者 対 損害賠償金 支払う 当 役員 対

求償 会社補償 関 う 整理 問 。例え

株式会社 第 者 対 損害賠償金 支払 役員 対 求償

部 い 役員 対 補償契約 基 補償

い 求償 補償 優先 定款 定 あ 一定

条件 株式会社 第 者 対 損害賠償金 支払 役員 対

求償 部 あ 株式会社 役員 対 補償契約 基

補償 補償 求償 優先 考え 。 

     株式会社 第 者 対 損害賠償金 支払い 役員 対 求償 場合

根 通常 会社法第 条 基 役員 株式会社 対 損害賠償責任

あ 株式会社 当 役員 間 責任限定契約 締結 い 場合 い限

第 者 対 支払 損害賠償金 全 当 役員 求償

原則 あ 思わ 。 研究会 い い 原則 前提

結局 株式会社 役員 対 補償 場面 極 限定
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業 執行 締役等 あ 締役 株式会社 間 責任限定契約 締結

認 い 業 執行 締役等 あ 締役 対 補償

い いう意見 あ 。 う 意見 踏 え 業

執行 締役等 あ 締役 株式会社 間 責任限定契約 締結

認 い いう意見 あ 。 い 例え 定款 定

あ 求償 限 株式会社 役員 対 当

求償 場合 根 通常 条 あ 条 基 株式会社 対

損害賠償責任 免 法第 条等 要件 整合性 欠 問 あ

い いう意見 あ 。 

     役員及 株式会社 第 者 対 連帯 損害 賠償 責任 う場

合 い 株式会社 当 第 者 対 損害賠償金 支払 当 役員

対 求償 部 い 限 補償

当 部 い 株主 当 役員 対 責任追及等 え

提起 余地 残 い い いう意見 あ 。

う 考え い 前 株式会社 役員

間 責任限定契約 締結 い 場合 い限 第 者 対 支払 損害賠

償金 全 当 役員 求償 原則 あ 前提

役員及 株式会社 第 者 対 連帯 損害 賠償 責任 う 全

場合 株主 役員 対 責任追及等 え 提起

補償 役員 法的 定 地 立 そ あ いう問

等 あ 考え 。 

     補償契約 基 補償 費用等 範

役員及 株式会社 第 者 対 連帯 損害 賠償 責任 う場合

当 第 者 対 支払う必要 あ 損害賠償金 扱い い 引

検討 相当 あ 。 

 

  ( 4 ) 補償契約 締結 必要 手続 

    概要 ，補償契約 締結 必要 手続を以 う い ，

引 続 検討 う 。 

    締役会設置会社 い ，補償契約 内容及び補償契約 基 く補償

決定 ， 締役会 決議 ，そ 決定を 締役等 委

任 い。 

    株式会社 締役又 執行役 間 補償契約 締結及び当該補償契約

基 く補償 ，利益相 引規制を適用 い。 

 

   補足説明  

   ( i ) 補償契約 役員 適 ンセン 付 手段 一

置付 役員 過 保護 容 補償契約 締結 役員

生 そ あ そ 容 決定 株式会社
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重要 業 執行 考え 。 会社補償 構造 会社 役員 利益

相 そ あ 。 補償契約 容 決定 締役会 決議

そ 決定 締役等 委任 い

い 引 検討 相当 あ 。 

   ( i i ) 補償契約 容 定 方 いわ 任意的補償 わ 株

式会社 一定 場合 補償 補償 い

い いわ 義 的補償 わ

株式会社 一定 場合 補償 い 禁

い。任意的補償 場合 補償 う い 裁量的 断

必要 任意的補償 義 的補償 い 場合 あ 補償契

約 基 株式会社 補償 構造 利益 相 そ あ

慎重 断 要 考え 任意的補償 義 的補償 い

い 補償契約 基 補償 決定 締役会 決議

そ 決定 締役等 委任 い 引 検討

相当 あ 。 

   (iii)  株式会社 締役又 執行役 間 補償契約 締結及 補償契約 基 補償

利益相 引規 適用 場合 役員 株式会社 対 損

害賠償責任 い 任 懈怠 推定規定 会社法第 条第 項 自己

株式会社 引 役員 株式会社 対 損害賠償責任 い 無過

失責任規定 法第 条第 項 等 適用 解釈 株式会社

補償 全 場合 補償契約 締結 関 締役 法

第 条 基 責任 う う い いう懸念 あ

得 。 株式会社 締役又 執行役 間 補償契約 締結及 補償

契約 基 補償 あ そ 決定 締役会 決議 前提

利益相 引規 適用 い 考え 。 利益相

引規 適用 い 補償契約 締結 締役及 補償

締役 補償契約 容 決定及 補償契約 基 補償 い

法第 条第 項 規定 特 利害関 い 解 。 

 

  ( 5 ) 開示 

    補償契約 内容等 開示 い ，引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    役員 過 保護 容 補償契約 締結 又 役員 過 保護 補償

歯 掛 補償契約 容等 い 開示

い 必要性 認 。 方 研究会 い 過 開示

要求 い 株式会社 萎縮 当 範 補償

う いう意見 あ 。 補償契約 容等 開示

い 引 検討 相当 あ 。 
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  Ｄ＆Ｏ保険 

  ( 1 ) Ｄ＆Ｏ保険契約 締結 必要 手続 

    概要 ，Ｄ＆Ｏ保険契約 締結 必要 手続を以 う

い ，引 続 検討 う 。 

    締役会設置会社 い ，Ｄ＆Ｏ保険契約 内容 決定 ， 締役会

決議 ，そ 決定を 締役等 委任

い。 

    締役又 執行役を被保険者 Ｄ＆Ｏ保険契約 締結 ，利益相

引規制を適用 い。 

 

   補足説明  

   ( i ) 株式会社 Ｄ＆Ｏ保険契約 締結 当 保険金 特約 無

う い 決定 必要 あ 。Ｄ＆Ｏ保険 会社補償

様 役員 適 ンセン 付 手段 一 置付

役員 過 保護 容 Ｄ＆Ｏ保険契約 締結 場合

適 容 保険契約 保険料 高 保険料 支払 株式会社 産

減少 役員 いわ 生 そ あ

Ｄ＆Ｏ保険契約 容 決定 株式会社 重要 業 執行 考え

。 Ｄ＆Ｏ保険契約 構造 株式会社 役員 利益 相

役員 過 保護 容 Ｄ＆Ｏ保険契約 締結 そ あ 否定

い。 Ｄ＆Ｏ保険契約 容 決定 補償契約

容 決定 様 前 (4) 補足説明 参照 締役会 決議

そ 決定 締役等 委任 い い

引 検討 相当 あ 。 

   ( i i ) 締役又 執行役 被保険者 Ｄ＆Ｏ保険契約 締結 い 利益相

引規 適用 あ いう考え方 あ 補償契約 締結 場合

様 懸念 あ 得 前 (4) 補足説明 参照 Ｄ＆Ｏ保険契約 容

決定 締役会 決議 前提 利益相 引規 適用 い

考え 。 利益相 引規 適用 い

被保険者 締役 Ｄ＆Ｏ保険契約 容 決定 締役会

決議 い 会社法第 条第 項 規定 特 利害関

い 解 。 締役会 決議 い 全 締役 共通 利害関

い 場合 項 適用 い 見解 あ 見解

締役 全員 被保険者 あ 締役 全員 決議 い 共通 利害関

い 項 適用 い 。 

 

  ( 2 ) 開示 

    Ｄ＆Ｏ保険契約 内容等 開示 い ，引 続 検討



 

27 

う 。 

     注 あわ ，株式会社 締結 Ｄ＆Ｏ保険契約 内容 制限

を設 う い ，引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

   ( i ) Ｄ＆Ｏ保険契約 い 実 締役 全員 Ｄ＆Ｏ保険契約 被保険者

通常 あ 踏 え Ｄ＆Ｏ保険契約 構造 利益 相

そ あ いう問 締役会 決議 得 解決

い 限界 あ 考え 開示規 設 株式会社

役員 過 保護 容 Ｄ＆Ｏ保険契約 締結 歯 掛 必要

性 高い 考え 。 Ｄ＆Ｏ保険契約 容等 開示

資産規模 売 高 業展開 い 国等 状況 考慮 適 支払限

設定 容易 いう効果 株式会社 抱え い 投資家 評価

保険料等 保険契約 容等 そ 指標 機能 い 効果 期待

いう指摘 あ 。 

     研究会 い Ｄ＆Ｏ保険契約 容等 開示 い 被保

険者 あ 役員 濫 対象 定時株主総会 い 混乱

招 う い いう意見 あ 。 Ｄ＆Ｏ保険契約

容 開示 法 義 付 ン い

い いう意見等 あ 。 方 海外 い Ｄ＆Ｏ保険契約 容

等 開示 い 国 地域 あ 開示規 設 そＤ＆Ｏ

保険契約 自体 立 いう い いう意見 あ 。 

     開示規 設 場合 開示項目 例え 被保険者

保険金 保険料 役員 担 無 含 。 保険期間 塡補 損害

免責 特約 無 含 。 概要 当 契約 被保険者 あ 役員

いわ 生 い う 措置 講 い そ

措置 容等 考え あ 体的 う 項 開示

い い 開示規 設 場合 生 可能性

あ 弊害等 含 実 及 影響 考慮 引 検討 相当

あ 。 

   ( i i ) 研究会 い 株式会社 締結 Ｄ＆Ｏ保険契約 容

い 会社法 規 必要 あ い いう意見 容 い 規

あ 開示 い 一定程 軽減 い

いう意見 あ 。株式会社 締結 Ｄ＆Ｏ保険契約 容

限 設 い 開示 項 併 当 限 設 場合

生 可能性 あ 弊害等 含 実 及 影響 考慮 引 検

討 相当 あ 。 

 



 

28 

第  社債 

  新た 社債管理制度 

  ( 1 ) 総論 

    社債管理者を設置 を要 い社債 い ，会社 社債権者 た

第 者 対 当該第 者 間 契約 一定 権限を付 社債管理

業 を委 制度 以 当該委 を た第 者を 新た

管理機関 いう。 を設 う 。 

 

   補足説明  

    社債 行 場合 原則 社債管理者 設置 い

例外 各社債 金 億 あ 場合及 あ 種類 社債 総 当

種類 各社債 金 最 得 数 回 場合 社債管理者

設置 要 い い 会社法第 条 会社法施行規則第

条 。社債管理者 い 強行法規的 定 い 義 責任及 資格要

件 厳格 あ 法定 限 広範 あ あい 社債

管理者 設置 割高 い 社債管理者 者 確保

難 い 国 公募 い 多 社債 社債管理者 設置

い い いう実態 あ いう指摘 あ 近 う 社債管理者

設置 い い社債 いわ 例 生 社債 者 損失 混乱 生

契機 社債管理者 設置 い い社債 い 第 者

最 限 社債管理 望 声 い いう指摘 あ 。 

    う 状況 踏 え 実 い 社債管理者 設置 要 い

社債 対象 社債管理者 限定 限及 機能 社債 者補佐

人 いう 称 管理機関 契約 基 い 設置 う 組 い 。

う 契約 方法 総社債 者 理人 破産

手 等 い 債 届出 社債 者集会 招集 請求 社債 者 委

会社法第 条第 項 基 裁 所 許可 申立 裁

所 対 社債 者集会 決議 認可 申立 業 社債 者補佐

人 行う 難 い 立法 措置 講 必要性 指摘 い 。 

    社債管理者 設置 要 い社債 い 会社 社債 者

第 者 対 当 第 者 間 契約 一定 限 付 社債管理者

管理 限定 管理 委 設

相当 あ 。 

 

  ( 2 ) 新た 管理機関 権限等 

    新た 管理機関 権限 ，社債管理者 認 い 権限 範囲内

い ，契約 定 う 。 

     注 契約 定 権限を一定 範囲，例え ，以 ( )
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( ) 掲 権限 範囲 限定 必要 あ う い ，新た

管理機関 義 ，責任及び資格要件 関 規 (3)及び(4)参照 等を

踏 え，引 続 検討 う 。 

      ( ) 破産手続等 い 社債 い 債権 届出を 権限 

      ( ) 社債権者集会を招集 権限 

      ( ) 社債 元 等 支払債 履行 訴えを提起 訴訟行為を

権限 

      ( ) 社債 元 等 弁済を 権限 

      ( ) 社債管理者 認 い 等 約定権限 

 

   補足説明  

    新 管理機関 限 定 方 社債管理者 限 様 新 管理機

関 最 限 い い 限 強行法規的 定 方法 新 管理

機関 限 委 契約 自 定 方法

考え 。新 管理機関 社債 管理 社債管理者 設置 要

い社債 い あ 新 管理機関 限 い 強行法

規的 定 必要性 委 契約 自 定

相当 あ 。 

    研究会 い 限 委 契約 自 定

新 管理機関 社債管理者 全 範 い 限

う い 新 管理機関 義 責任及 資格要件 社

債管理者 異 場合 相当 いえ い い いう意見 あ

。 契約 定 限 範 う

例え 実 的 要望 強い 文 (ｱ) (ｵ) 限 限定

う い 新 管理機関 義 責任及 資格要件 関 規 等 踏 え

引 検討 相当 あ 。 

 

    新た 管理機関を設置 ，新た 管理機関 称，新た 管理機関

付 さ 権限 内容等 ，募集社債 関 募集事項 を引

続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    新 管理機関 設置 新 管理機関 称 新 管理機関 付

限 容等 募集社債 関 募集 項 償還

方法及 期限並 利息支払 方法及 期限等 共 社債 利 容 社債

行 社債 社債 者 譲 者 束 考

え 。 現行法 社債管理者 い 社債管理者 付 約定

限 容 募集 項 い 会社法第 条第 号 会社法施行規

則第 条第 号参照 社債管理者 設置 社債管理者 称等 募集
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項 い い。新 管理機関 設置 新 管理機関 称 新

管理機関 付 限 容等 募集社債 関 募集 項

い 社債管理者 設置 場合 募集社債 関 募集 項 規 整

合性 踏 え 引 検討 相当 あ 。 

    研究会 い 募集社債 引 う 者 社債 者 社債 譲

う 者 対 新 管理機関 設置 新 管理機関

称 新 管理機関 付 限 容等 知 手段 え 必要

あ いう意見 あ 。募集社債 引 う 者 い

募集社債 関 募集 項 募集社債 引 申込 う 者

対 会社法第 条第 項 基 通知 原則

通知 新 管理機関 設置 知 う

考え 。 社債 者 社債 譲 う 者 い

社債 種類 一 容 新 管理機関 設置 社債 載

い 並 社債原簿及 振替口 簿 載又 録 必要

あ 法第 条第 号 第 条第 項第 号 会社法施

行規則第 条第 号 社債 株式等 振替 関 法 振替法 い

う。 第 条第 項第 号参照 社債 行 い 場合 社債

社債 行 い い場合 あ 社債 者 社債原簿 載 項

載 書面等 会社法第 条第 項 又 振替口 簿 う 自己 口 録

項 証明 書面 振替法第 条等 提供 新 管理

機関 設置 確認 う 考え 。 

 

  ( 3 ) 新た 管理機関 義 及び責任 

    新た 管理機関 ，社債権者 対 ，善管注意義 及び公 誠実義 を

う う 。 

 

   補足説明  

    社債管理者 社債 管理 様 新 管理機関 社債 管理 第 者

社債 管理 委 いう方法 あ 社債管理者 場合 様 新 管理

機関 当然 効率的 社債 管理 行う ンセン い わ

場合 社債 者 利益 行動 採 ンセン あ

いう懸念 あ 。 社債 行会社及 当 第 者 社債 者 契約

締結 いう構造 社債 行会社及 当 第 者 方 当 第 者 義 軽

軽い 良い 考え い 険 あ 。 社債管理者 様

新 管理機関 社債 者 対 善管注意義 及 公 誠実義 う

善意無重過失 善管注意義 関 免責 認 い 相当

あ 。 

    新 管理機関 善管注意義 及 公 誠実義 う 場合

社債管理者 様 前 (1) 補足説明 参照 新 管理機関 設置
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割高 新 管理機関 者 確保 難

う 懸念 指摘 あ 。 契約 新 管理機関 付

個 体的 限 範 応 新 管理機関 義 及 責任 社債管理者

義 責任 限定 考え 。 社債 行会社 新

管理機関 間 契約 新 管理機関 裁量 範 限定 う

新 管理機関 付 限 容 個 体的 定 例え いわ

前 異 限 容 定 限行使要否 断 社債

者集会 決議 委 う 限 容 定

新 管理機関 義 及 責任 更 限定 考え

。 

 

    会社法第 条第 項を新た 管理機関 適用 う

い ，引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    会社法第 条第 項 社債 行会社 引銀行 社債管理者 場合

社債 者 社債管理者 利益 相 社債管理者 自己 債 保全 回 優

先 社債 保全 回 懈怠 そ あ 方 引銀行 あ

そ効率的 監視 案 引銀行 社債管理者

禁 誠実義 基 損害賠償責任 特則 社

債管理者 自己 債 保全 回 優先 社債 者 対 誠実義

当 う 及 社債管理者 自己 債 保全 回 優先 社

債 者 生 損害 間 因果関 あ う い 証明責任 転換

社債管理者 わ 規定 あ 理解 い 。 

    研究会 い 会社法第 条第 項 新 管理機関 適用

い い いう意見等 あ 新 管理機関 限 容 社債管

理者 限 容 限定 契約 新 管理機

関 付 個 体的 限 容 利益相 そ 誠実義

そ あ 直 否定 い 項 新 管理機

関 適用 う い 新 管理機関 付

限 資格要件等 関 規 等 踏 え 引 検討 相当 あ 。 

 

  ( 4 ) 新た 管理機関 資格要件 

    新た 管理機関 資格要件 い ，社債管理者 資格要件を参考 ，

引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

    適格機関投資家等 外 者 新 管理機関 管理 社債 購入 可能性 あ

考慮 何 資格要件 新 管理機関 要求 必
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要 あ 。 研究会 い 新 管理機関 限 容 社債管理者 限

容 限定 あ 資格要件 社債管理者 異 い いう意見

あ 新 管理機関 資格要件 う 適 あ

い 社債管理者 資格要件 参考 引 検討 相当 あ 。 

 

  社債権者集会 

  ( 1 ) 社債権者集会 特 決議 ，社債 元 及び利息 全部又 一部 免

除を 旨 規定を設 う 。 

 

   補足説明  

    社債 者集会 決議 社債 元 及 利息 全部又 一部 免 い

会社法第 条第 項第 号 和解 いう解釈 力

あ 研究会 い 和解 要件 あ 互譲 あ いう

明確 い いう意見 あ 。 社債 者集会 特 決議

社債 元 及 利息 全部又 一部 免 規定 設

相当 あ 。 

    研究会 い 社債 行契約 い 定 場合 社債 元

及 利息 全部又 一部 免 う い いう意

見 あ 。 

 

  ( 2 ) 社債権者全員 書面又 電磁的 録 意を た場合 ，社債権者

集会 決議を省略 う 。 

 

   補足説明  

    社債 者集会 い 株主総会 決議 場合 様 会社法第 条参照

社債 者全員 書面又 電磁的 録 意 場合 そ 決議 省略

問 省略 相当

あ 。 

    社債 者集会 い 常 書面 議決 行使

い 会社法第 条第 項参照 書面 議決 行使

場合 招集手 省略 い株主総会 関 規

法第 条 書 整合性 社債 者集会 い 招集

手 省略 認 相当 い 考え 。 

 

  ( 3 ) 社債権者全員 意 あ 場合 ，裁 所 認可を要 い ，社債権

者集会 決議 効力 発生 い ，引 続 検討

う 。 

 

   補足説明  
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    社債 通常公衆 対 行 社債 者集会 決議 支払 猶 及 債

一部 棄 社債 者 譲歩 強い 容 あ 多い 裁 所 強い

見的機能 社債 者 保護 期待 社債 者集会 決議 裁 所

認可 そ 効力 生 い 会社法第 条 。

投資家 あ 株主 場合 異 社債 者 場合 特 裁 所 常

決議 容 い 見的保護 加え 必要 あ 疑問 呈

社債 者集会 決議 裁 所 認可 要 あ いう指摘 あ 。 

    研究会 い 裁 所 認可 一般的 要 い 裁

所 認可 要 場合 社債 者集会 決議 株主総会 決議 様

消 訟 う 方法 的 う 規 得 法

的 定性 害 い いう意見 裁 所 認可 要求

消 訟等 的 う 優劣 い 現時

断 見直 時期尚 い いう意見等 あ 。 

    方 社債 者 全員 決議 賛 い 場合 裁 所 認可 要

い い いう意見 あ 。 社債 者 全員 決

議 賛 い う 場合 あ 招集手 意等 瑕疵 存在

あ 得 。仮 消 訟等 設 い そ う 瑕疵 あ

そ 決議 当然 無効 あ 誰 誰 対 い 無効 主張

考え 関 者 法的 定 状態 立

懸念 。 消 訟等 設 的 消

そ あ いう 法的 定 状態 あ いう 社債

者 全員 決議 賛 い いう例外的 場面 念頭 い 消 訟等

新 設 う いう 問 。 研究会 い

う 問 あ 社債 者 全員 決議 賛 い 場合 裁 所

認可 要 要望 実 的 そ そ 余 高 い可能性 あ 踏 え

裁 所 認可 必要 い い いう意見 社債 者 全員

決議 賛 い 場合 い 裁 所 認可 要 社債 者

必要 あ 考え 裁 所 認可 求 い

い いう意見 あ 。 

    社債 者全員 意 あ 場合 裁 所 認可 要 い 社

債 者集会 決議 効力 生 い 引 検討

相当 あ 。 

 

第  責任追及等 訴え 

  責任追及等 訴え 係 訴訟 和解 

   株式会社 締役 監査等委員又 監査委員 あ 締役を除く。以 項

い 。 又 執行役 対 責任追及等 訴え 係 訴訟 和解

当事者 参加 場合 い 株式会社を代表 者及び必要 手続 関



 

34 

規定を設 い ，引 続 検討 う 。 

 

   補足説明  

   ( i ) 会社法 株式会社 責任追及等 え 訟 和解 当 者

参加 場合 関 規定 場合 い 株式会社 表 者及 必

要 手 い 解釈 委 い 確立 解釈 存在 い。 

   ( i i ) 株式会社 責任追及等 え 訟 原告 あ 場合 い 当 訟

和解 当 者 原告 参加 当 訟 い 株式会社

表 い 監査役等 当 訟 和解 い 株式会社 表 考

え 相当 あ 。 方 株式会社 そ 外 場合 い 当 訟

和解 当 者 補 参加人又 利害関 人 参加 監査

役 監査等委員会 選定 監査等委員又 監査委員会 選定 監査委員 株式

会社 表 いう考え方 表 締役又 表執行役 株式会社 表

いう考え方 あ 。 考え方 株式会社 表 締役 対 え

提起 限 監査役等 え い 会社法第 条第 項第 号

第 条 第 項第 号 第 条第 項第 号 法第 条第

項 通知及 催告 限 監査役等 え い 法第 条

第 項第 号 第 条 第 項第 号 第 条第 項第 号 整合的

あ 。 研究会 い 株式会社 被告 補 参加

い 場合 考え方 採 い 株式会社 被告 補 参加

場合 表 締役又 表執行役 株式会社 表 一般的 解釈

い 法第 条第 項参照 和解 表者 交

適当 い い いう意見 あ 。 

   (iii)  株式会社 責任追及等 え 訟 和解 場合 責任 免

厳格 手 関 規定 会社法第 条等 適用 い

い 法第 条第 項 当 訟 和解 い

そ 性質 慎重 断 必要 あ 。株式会社 当 訟 被告 補 参加

場合 法第 条 第 条 規定 基 締役又 執行

役 責任 免 場合 各監査役 各監査等委員 各監査委員 意 必要

い 法第 条第 項 第 条第 項 第 条第 項

第 条第 項 株式会社 当 訟 和解 場合

場合 様 各監査役 各監査等委員又 各監査委員 当 和解 い 株

式会社 表 監査役 監査等委員又 監査委員 。 意 必要

相当 あ 。そ 研究会 い う 各監査役等 意 要

件 あ 重 利益相 引規 適用 考え 必要

い いう意見 あ 。 

     株式会社 当 訟 和解 場合 各監査役等 意 要件

あ 株式会社 当 訟 和解 い場合 会社法第

条第 項 規定 異議 い 条第 項 規定 通知及 催告
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限 各監査役 各監査等委員又 各監査委員 法第 条第

項第 号 第 条 第 項第 号 第 条第 項第 号 述

考え 株式会社 当 訟 和解 場合 各監査役

等 意 要件 整合的 あ 。 

   ( i v ) 前 意見 考慮 株式会社 締役又 執行役 対 責任追及等

え 訟 和解 当 者 参加 場合 株式会社 表

者及 必要 手 関 規定 設 い 引 検討

相当 あ 。 

 

  そ 他 

   株式会社 利益 株主 責任追及等 訴えを制限 措置 要否や，

株主 資料 集 関 会社法 規 見直 ，そ 他 責任追及等

訴え 関 規 見直 い ，引 続 検討 相当 あ 。 

 

   補足説明  

    研究会 い 責任追及等 え 関 株式会社 利益 株主

責任追及等 え 限 措置 要否 株主 資料 集 関 会社法

規 見直 要否等 い 検討 。 

    株式会社 利益 株主 責任追及等 え 限 措置 要否 い

株主 責任追及等 え 株式会社 利益 評価 濫用的

実 あ う 措置 講 検討 あ い

う意見 あ 。 方 株主 責任追及等 え 訟 件数 推移 状

況 認容率 萎縮効果 関 企業 ン 結果 容等 踏 え 現時

い 株式会社 利益 株主 責任追及等 え 限 必要

い い いう意見 あ 。 う 措置 容 例え

米国 いわ 訟委員会 う 入 い 社外

締役 要件 米国 立社外 締役 要件 比較 厳格 い いう問

国 締役会 伝統的 個 業 執行 決定 い いう実 前提

締役会 決定 問 い 場合 社外 締役 あ 利害関

あ い 訟委員会 構 員 ふ わ い いう問 あ

う 入 難 い いう意見 う

入 訟 長引 い いう意見

否定的 意見 多 あ 。 意見 会社法 定時 国会 議論 状

況 そ 株主 責任追及等 え 訟 件数 推移 状況等 併

考慮 株式会社 利益 株主 責任追及等 え 限 措置

講 い 引 検討 相当 あ 。 

    株主 資料 集 関 会社法 規 見直 要否 い 提

理 通知書 載 項等 見直 検討 考え い いう

意見 あ 。 株主 責任追及等 え い 特 設



 

36 

必要 あ いう意見 集 資料 目的外利用等 濫用 懸念

いう意見 株主 資料 集 限 強化 あ 株式会社 利益 株

主 責任追及等 え 限 措置 併 採 必要 あ いう意見等 あ

踏 え 当 規 見直 要否 い 引 検討

相当 あ 。 

 

第  社外 締役 

  社外 締役を置く 義 付 等 措置を講 う い ，社外

締役 選任状況そ 他 社会経済情勢 変化等を 案 ，引 続 検討

う 。 

 

   補足説明  

    社外 締役 い 業 執行者 立 立場 業 執行者 業

執行全般 評価 基 締役会 決議 議決 行使 通

業 執行者 適 監督 等 期待 締役会 業

執行者 対 監督機能 強化 目的 社外 締役 積極的 置

あ いう指摘 う い 。 

    そ 会社法改 当 会社法 見直 関 要 案

法 審議会会社法 部会 い 社外 締役 置 義 付

う い 重要 検討課 賛 及 対

方 意見 激 対立 ンセン 得 。法 審議会会社

法 部会 い 社外 締役 置 義 付 え 場会社等 い

社外 締役 置い い い場合 社外 締役 置 相当 い理

業報告及 株主総会参考書類 容 会社法施行規則第 条

第 条第 項 第 項 そ 自 民主党 調査会法 部会

議論 踏 え 社外 締役 置 相当 い理 定時株主総会

説明義 関 規定 会社法第 条 及 改 法附則第 条

検討条項 いう。 追加 会社法第 条 い 業

い 場会社等 社外 締役 置い い い場合 締役 当 業

関 定時株主総会 い 社外 締役 置 相当 い理 説明

い 検討条項 い 府 法

施行 経過 場合 い 社外 締役 選任状況そ 社会経済情勢

変化等 案 企業統治 在 方 い 検討 加え 必要 あ 認

そ 結果 基 い 社外 締役 置 義 付 等所要 措置

講 。 

    東京証 引所 場規則 場会社 立役員 一般株主 利益相

生 そ い社外 締役又 社外監査役 確保 義

付 い 東京証 引所 価証 場規程第 条
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締役 あ 立役員 少 確保 う い

い 第 条 。 ポ ン い

場会社 立社外 締役 少 選任 あ

原則 市場第一部及 市場第 部 場会社 立社外 締役

選任 行わ い場合 そ 理 説明 求 東京

証 引所 価証 場規程第 条 。 

    東京証 引所 全 場会社 社外 締役 選任比率 改 法 施行

い セン 市場第一部 い セ

ン い セン 市場第一部 い

セン 場会社 社外 締役 入 い 。 

    研究会 い 改 法 検討条項 考慮 う 場会社 社

外 締役 選任状況 い 社外 締役 置 義 付 等 措置 講

う い 検討 。 

    社外 締役 置 義 付 等 措置 講 う い 社外

締役 選任比率 大幅 増加 い そ そ 選任 義 付 担

必 大 社外 締役 少数株主 含 全 株主 共通 株主共

利益 弁 立場 あ 少 一人 社外 締役 置 必要

あ いう意見 あ 。 方 社外 締役 置 い 説明 い

少数 株式会社 い 社外 締役 置 一 強 適

い いう意見 あ 。そ 改 法 施行 間 い現時 い 社外

締役 置 義 付 等 い 断 適当 社外 締役

選任状況等 推移 見 必要 あ いう意見 場会社 社外

締役 入 効果 例え 株式会社 業績 及 影響等 検証 必

要 あ いう意見 あ 。 

    社外 締役 置 義 付 等 措置 講 う い

社外 締役 選任状況そ 社会経済情勢 変化等 案 引 検討

相当 あ 。 

    研究会 い 近時 社外 締役 活動 機会 大 大 更

大 期待 い 実情 踏 え 社外 締役 社外性 失う 株式

会社 業 執行 会社法第 条第 号 。 業 執行 いう。

意義及 関 立法 措置 講 う い 検討 。 

    業 執行 関 立法 措置 講 う い 業 執行 当

う わ 社外 締役 行 い 定 い

方 良い いう意見 あ 。 方 業 執行 意義 い 明文化

困難 あ いう意見 現在 締役 的 業 関 又 表 締役等

業 執行機関 従属的 立場 業 関 場合 業 執行 当 等

穏当 解釈論 展開 い 解釈 委 い いう意見 業

執行 意義 関 解釈 実 的 問 少 い いう意見 あ 。 

    業 執行 意義 関 立法 措置 講 う い
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引 検討 相当 あ 。 

 


